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　これまで、幕別駅前、札内駅前の駐輪場とその周辺の公共の場所
で、通学等で利用した後もそのまま駐輪されているものや、盗難に
より乗り捨てられたまま放置されていると思われる自転車等（自転
車および原動機付き自転車）が長期間放置されており、景観上や防
犯上好ましくない状況となっていたことから、町では、幕別、札内
駅前の自転車駐輪場や放置禁止区域（※）に放置されている自転車
等を、持ち主に返還したり撤去するための条例を制定しました。
　条例の施行日は、11月１日からです。

◆問い合わせ先　町民課環境衛生係（℡【幕】54-6601）

※放置禁止区域
　　公共の場所のうち自転車等放置禁止区域としてあらかじめ町が
指定した区域。

▲札内駅駐輪場の放置状況

▲幕別駅駐輪場の放置状況

▲札内駅駐輪場の放置状況

▲幕別駅駐輪場の放置状況

11月１日から「駐輪場及び自転車等放置防止条例」を施行

①放置自転車等の確認

幕別・札内駅前の自転
車駐輪場および自転車
等放置禁止区域に放置
された自転車等を確認
します。

②警告書

①の確認後、14日間
以上放置されていた
自転車等に警告書を
取り付けます。

③撤去・保管

警告書を取り付けてから
30日間以上、放置された
自転車等を撤去・保管し
ます。
（保管期間は６カ月間）
・告示期間（14日間）
・返還のための調査を行

います。

④処分

保管期間を過ぎても
返還できない自転車
等を処分します。

・廃棄
・再利用

◆放置自転車の処分までの流れ

返還

14日間 30日間 ６カ月間

自転車は駐輪場や
　決められた場所に置きましょう

自転車等放置禁止区域 
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幕別駅
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自転車等放置禁止区域 

自転車駐輪場 

札内駅

予定区域１（幕別駅周辺） 予定区域２（札内駅周辺）

◆放置禁止区域は次の２区域を予定しています。
（条例施行後に区域を指定し、告示した後に正式決定します。）




